
 
 

神奈川県立中等教育学校志願者在籍校の校長先生へのお願い 
 

１ はじめに 

神奈川県立中等教育学校の志願手続は、保護者が行うこととなっておりますが、以下につきまして、在籍校に

て手続等をお願いいたします。 

なお、志願者全員が必要な手続は、下記２及び３です。４は該当する志願者のみ必要な手続です。 

 

「受検案内」及び各様式は、以下の神奈川県教育委員会ホームページよりダウンロードできます。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/chutoyoshiki.html  
   
  
  
 

 

２ 「受検案内」２ページで志願資格の有無を確認してください。 

志願資格がない場合には、承認を得るために、志願資格承認申請の手続が必要になります。詳細は、後記４を

ご覧ください。 

 

３ 調査書（第２号様式）を作成してください。 

「各教科の学習の記録」の欄には、12 月末現在での第６学年４月から 12 月までの各教科の総括的な評定を、

「３・２・１」の３段階で記入してください。 

(1) 調査書の記載にあたっては、裏面【調査書（第２号様式）記入の見本】を参照してください。 

(2) 小学校長職印等、記載項目に漏れがないか確認してください。 

(3) 学校名が印刷された封筒（用意できない場合は任意の封筒で可）に厳封（調査書は折りたたみ可）の

上、開封した場合は無効であることを志願者及び保護者へ注意した上で、交付してください。 

(4) 記載・証明日は12月の課業最終日以降とし、出願書類の提出期間（令和８年１月６日（火）～１月８日

（木））に間に合うように志願者又は保護者に渡してください。 

 

４ 該当する志願者が提出するものを作成してください。 

(1) 神奈川県立中等教育学校入学志願資格承認申請書（第３号様式） 

 

 

 

 

 

(2) 海外からの移住者等を保護者とする志願者の受検方法等申請書（第５号様式）  

(3) 受検方法等申請書（第６号様式） 

(2)及び(3)は特別な事情がある志願者（海外からの移住者等を保護者とする者や障害等により、特別な受検

方法等を必要とする者）が受検する場合に必要になるものです。 

※ 志願者及び保護者から、第５号様式、第６号様式に関して、申請の相談、所見欄の記入依頼がありました

ら、「受検案内」16 ページの「手順の流れ図」にしたがって志願先の中等教育学校に必ず連絡し、記載内容

について相談してください。 

 
相模原中等教育学校〔TEL(042)749-1279〕 平塚中等教育学校〔TEL(0463)34-0320〕 

 

ご不明な点がありましたら、神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課入学者選抜・定員グループ 

〔TEL(045)210-8084(直通)〕までお問い合わせください。 

在籍する小学校の担任の先生に渡してください。 
（小学校への書類作成依頼及び相談は、12 月上旬までに行ってください。） 

志願者が次のア又はイに該当するか、確認をお願いいたします。 

該当する場合、保護者が依頼した神奈川県立中等教育学校入学志願資格承認申請書（第３号様式）の 

※[小学校長意見及び副申欄]の記入及び小学校長の証明をお願いいたします。 

ア 神奈川県外から県内に転居予定の者 

イ その他特別な事情がある者 



 

 

 

 

【調査書（第２号様式）記入の見本】 

□ 現住所が正しく記入されている。（住所の変更がないか再度ご確認ください。） 
□ 12 月末現在の第６学年の４～12 月までの各教科の総括的な評定は、「３・２・１」の３段階で正しく記

入されている。 
□ ｛入学・転入学・編入学｝のいずれかを〇で囲んでいる。また、該当の学年は正しく記入されている。 
□ 日付は令和７年 12 月の課業最終日以降、志願者に渡すまでの間の日付が記入されている。 
□ 記載者の押印がされている。 
□ 公印は正しく押されている。 
□ 字句を訂正した場合は、その箇所に公印を押している。（記載者の私印では不可。） 
□ 発行した調査書の写し（コピー）を作成している。 

封入前に記入漏れがないことを確認し、特に以下の項目については、再度ご確認ください。 


